
学内 学外

5

大学施設に使用停止要請

があった場合、又は大学

に対する休業要請があっ

た場合

本学の学生や教職員に多

数の感染者が出現し、学

内で複数のクラスターが

発生して いる場合

全ての学生の登校を禁止

する。遠隔授業のみ実施

する。

全ての実習を中止する。

学生団体・サークル等の

課外活動 （遠征・合宿等

を含む）を禁止する。

研究継続及び危険回避に

関する研究活動のみを実

施する。

全ての移動を原則禁止

危機対策本部長が特に必要と

認めた下記の者に限り出勤可

とする。

①資産維持・管理のために必

要な教職員

②その他危機対策本部長が特

に必要と認めた教職員

遠隔会議又はメール会議

のみ実施する。
入構を禁止する。 全て禁止する。

4

感染対策期
 緊急事態宣言の特定警

戒都道府県に指定されて

外出自粛要請があり、多

くの業種に休業要請があ

る場合

 本学の学生や教職員に

複数の感染者が出現し、

学内で感染の連鎖が疑わ

れる場合

県内で感染源が特定でき

ない新規感染者が多発し

ている場合、又は実習先

で感染クラスターが発生

している場合

全ての学生の登校を禁止

する。遠隔授業のみ実施

する。

全ての実習を中止する。

学生団体・サークル等の

課外活動 （遠征・合宿等

を含む）を禁止する。

教職員の学内施設（実験

室・ 共同利用施設等）の

使用を禁止する。全ての

学生の登校を禁止し学生

は自宅にて研究を実施す

る。

出張は原則禁止

危機対策本部長が特に必要と

認めた下記の者に限り出勤可

とする。

①資産維持・管理のために必

要な教職員

②その他危機対策本部長が特

に必要と認めた教職員

遠隔会議又はメール会議

のみ実施する。
入構を禁止する。 全て禁止する。

3

感染警戒期

緊急事態宣言地域に指定

されている場 合

本学の学生や教職員に感

染者が出現し、学内で感

染拡大の恐れがある場合

県内で１日当たり新規感

染者数（※５）が増加傾

向にあり、感染拡大のお

それがある場合

原則として、全ての学生

の登校を禁止する。遠隔

授業のみ実施する。ただ

し、危機対策本部長が認

める特例的な授業を除

く。

原則として全ての実習を

中止する。

学生団体・サークル等の

課外活動 （遠征・合宿等

を含む）を禁止する。

教職員は緊急性のある必

要不可欠な場合のみ、学

内施設が利用できる。 学

生は自宅にて研究を実施

する。

県外（本学が指定する地

域）への不要・不急の出

張は原則禁止

 ①教員、研究員等：教育・研

究の継続に必要最小限の人員

のみ出勤可とする。

 ②①以外の者：業務の優先度

を精査して実施するとともに

交代制勤務・テレワーク等を

積極的に活用する。

遠隔会議又はメール会議

のみ実施する。ただし、

危機対策本部長が認める

特例的な会議を除く。

入構を禁止する。 原則禁止する。

2

感染縮小期

 何らかの行動要請があ

る場合

本学の学生や教職員に感

染者が出現したが、学内

で感染拡大の恐れがない

場合

県内で１日当たり新規感

染者数（※５）が数人ま

でで増加傾向が見られ

ず、囲い込みが進んでい

る場合

感染防御対策を徹底しな

がら対面授業を実施す

る。ただし、遠隔授業に

ついても併用する。

実習先が受入可としてい

る学外実習のみ実施し、

それ以外は学内実習を行

う。

感染防御対策を徹底しな

がら、学生団体・サーク

ル等の課外活動を段階的

に実施することができ

る。ただし、原則として

遠征・合宿等は禁止す

る。

教職員は必要な研究を実

施する。学生はできる限

り自宅にて研究を実施す

る。ただし、感染防御に

十分配慮しつつ学内施設

を利用することができ

る。

県外（本学が指定する地

域）への不要・不急の出

張は原則禁止

感染防御に配慮しつつ、業務

を精査して実施する。所属長

の判断により、交代制勤務・

テレワーク・時差出勤可とす

る。

遠隔会議又はメール会議

を積極的に実施する。た

だし、感染防御に配慮し

つつ対面型会議を実施す

ることができる。

感染防御に配慮しつ

つ、非常勤講師等の入

構、学外者の図書館利

用や本学主催行事への

参加は可能とする。

（ただし県外（緊急事

態宣言地域等）からの

入構者については危機

対策本部長の許可を必

要とする。）

危機対策本部長が認

めた場合は実施する

ことができる。

1   なし

本学の学生や教職員に感

染者が出現したが、学内

で感染拡大の恐れがない

場合

県内で感染拡大がほぼ収

束した状態

感染防御に配慮しつつ、

対面授業を実施する。た

だし、可能な範囲で遠隔

授業を活用する。

実習先が受入可としてい

る学外実習のみ実施し、

それ以外は学内実習を行

う。

感染防御に配慮しつつ、

学生団体・サークル等の

課外活動を実施する。

感染防御に配慮しつつ、

平常どおりに研究を実施

する。

県外（本学が指定する地

域）への不要・不急の出

張は原則禁止

感染防御に配慮しつつ、平常

どおりとする。

遠隔会議又はメール会議

を積極的に実施する。た

だし、感染防御に配慮し

つつ対面型会議を実施す

ることができる。

感染防御に配慮しつ

つ、平常どおりとす

る。 （ただし県外（緊

急事態宣言地域等）か

らの入構者については

危機対策本部長の許可

を必要とする。）

感染防御に配慮しつ

つ、平常どおりとす

る。

0

（平常）
なし   なし   なし 終息宣言が出された場合 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。 平常どおりとする。

令和2年12月21日改訂

愛媛県立医療技術大学　新型コロナウイルス感染症に対するＢＣＰ

教職員の

業務遂行方針

研究活動

実施方針
会議実施方針

学内施設を利用した

イベント実施方針

出張及び

移動の方針

（※６）

※５　1日当たり新規感染者数は過去１週間の平均新規患者数

※６　本学が指定する地域とは緊急事態宣言が発令されている都道府県のほか、

　　「直近１週間の人口10万人当たり新規感染者数が2.5人以上」の都道府県をいう。

※１　ステージが各判断基準で異なる場合は原則上位のステージ判断とするが、

　　県内、学内の感染状況の現状や動向により総合的に判断する。

※２　愛媛県の「感染第二波への対処戦略」による。

警戒

レベル
感染状況

判断基準（※１）

授業の実施方針
実習の

実施方針

学生団体の活動、

サークル活動の

実施方針自治体等の対応

学外者の

入構方針

（※６）

愛媛県の基準

（※２）

※３　以下の３つの指標を全て満たせば「感染警戒期」から「感染縮小期」へ移行

　　　①２週間、新たな感染事例発生なし

　　　②入院患者数おおむね10人未満

　　　③愛媛県が緊急事態宣言対象区域から除外

※４　以下の４つの指標のうち、1つでも当てはまれば「感染縮小期」から「感染警戒期」へ移行

　　　①連続する２週間で、同一市町内、感染経路不明な感染者が４事例発生

　　　②１週間のＰＣＲ検査における陽性判定率10％超

　　　③入院患者数おおむね30人以上が２日継続

　　　④近隣県が「特定警戒都道府県」に指定

※３ ※４


